
区　　分

19頁

1移住・定住・
地域間交流の促
進、人材育成
(1)移住定住

定住促進住宅整備事業 真室川町 定住促進住宅整備事業 真室川町

まちなか交流拠点施設整備事業 真室川町 2.8再掲

24頁

元気な林業創生事業（高性能林業機械
購入補助）
　高性能林業機械購入補助

真室川町
元気な林業創生事業（高性能林業機械
購入補助）
　高性能林業機械購入補助

真室川町

森林環境譲与税事業
　経営困難な森林所有者の代行間伐、造林の
実施等

真室川町
森林環境譲与税事業
　経営困難な森林所有者の代行間伐、造林
　の実施等

真室川町

林業専用道小国西小俣線整備事業 真室川町 4.再掲

(9)観光又はレ
クリエーション

まむろ川温泉梅里苑周辺体験エリア整
備事業
　まむろ川温泉梅里苑の周辺エリアの環境整
備の実施

真室川町

まむろ川温泉梅里苑周辺体験エリア整
備事業
　まむろ川温泉梅里苑の周辺エリアの環境
　整備の実施

真室川町

まちなか交流拠点施設整備事業 真室川町 1.8.再掲

29頁

緑町1号線外2路線整備事業 真室川町 緑町1号線外2路線整備事業 真室川町

道路維持補修事業 真室川町 小又大平線道路整備事業 真室川町

道路維持補修事業 真室川町

(3)林道 林業専用道小国西小俣線整備事業 真室川町 (3)林道 林業専用道小国西小俣線整備事業 真室川町 2.再掲

市町村名　真室川町

3産業の振興

2産業の振興
(1)基盤整備
　(林　業）

2産業の振興
(1)基盤整備
　(林　業）

備　考

5交通施設の整
備、交通手段の
確保の促進

事業名
（施設名）

事　業　内　容 事業主体 備　考
事業名

（施設名）
事　業　内　容 事業主体

備　考事業主体 備　考 事業名
（施設名）

事　業　内　容 事業主体

参考様式
令和4年3月

過疎地域持続的発展市町村計画　（変更）

変　　　　更　　　　前　　　　（貢、行） 変　　　　更　　　　後 備　　　　考

事業名
（施設名）

事　業　内　容 事業主体 備　考 事業名
（施設名）

事　業　内　容

事業名
（施設名）

事　業　内　容

4交通施設の整
備、交通手段の
確保
(1)市町村道
（道路）

4交通施設の整
備、交通手段の
確保
(1)市町村道
（道路）

(9)観光又はレ
クリエーション

1移住・定住・
地域間交流の促
進、人材育成
(1)移住定住

2移住・定住・地
域間交流の促
進、人材育成

19頁(2)その対策　5行目 19頁(2)その対策　5行目

移住ポータルサイトの設置により 移住ポータルサイトの設置、交流拠点の整備により

事業主体 備　考



区　　分 変　　　　更　　　　前　　　　（貢、行） 変　　　　更　　　　後 備　　　　考

33頁

5生活環境の整
備
(4)火葬場

斎場修繕事業
　火葬炉の更新事業

真室川町

5生活環境の整
備
(4)火葬場

斎場改修事業
　施設改修、火葬炉の更新事業

真室川町

36頁

6子育て環境の
確保、高齢者等
の保健及び福祉
の向上及び増進
(1)児童福祉施
設(保育所)

釜渕保育所駐車場及び園庭整備事業 真室川町 町立保育所長寿命化事業 真室川町

釜渕保育所駐車場及び園庭整備事業 真室川町

40頁

8教育の振興
(1)集会施設・
体育施設等
(集会施設)

社会教育施設長寿命化事業 真室川町 まちなか交流拠点施設整備事業 真室川町 1.2再掲

社会教育施設長寿命化事業 真室川町

(4)過疎地域持
続的発展特別事
業
(義務教育)

学力向上対策事業
　児童生徒の学習向上を図るための支援。指
導主幹配置、研修、学力検査等

真室川町
学力向上対策事業
　児童生徒の学習向上を図るための支援。
　指導主幹配置、研修、学力検査等

真室川町

特別支援教育推進事業
　学習指導員、学習支援員配置及び研修等

真室川町

(4)過疎地域持
続的発展特別事
業
(義務教育)

事　業　内　容 事業主体 備　考事業名
（施設名）

事　業　内　容 事業主体 備　考 事業名
（施設名）

7子育て環境の確
保、高齢者等の
保健及び福祉の
向上及び増進

事業名
（施設名）

事　業　内　容 事業主体 備　考 事業名
（施設名）

事　業　内　容 事業主体 備　考

6子育て環境の
確保、高齢者等
の保健及び福祉
の向上及び増進
(1)児童福祉施
設(保育所)

6生活環境の整備

９教育の振興
事業名

（施設名）
事　業　内　容 事業主体 備　考 事業名

（施設名）
事　業　内　容 事業主体 備　考

8教育の振興
(1)集会施設・
体育施設等
(集会施設)



区　　分 変　　　　更　　　　前　　　　（貢、行） 変　　　　更　　　　後 備　　　　考

51頁

8教育の振興
(4)過疎地域持
続的発展特別事
業
(義務教育)

学力向上対策事業
　児童生徒の学習向上を図るための支援。
　指導主幹配置、研修、学力検査等

真室川町

【事業効果が
将来に及ぶ理
由】
指導主幹等の
配置による学
習向上により
将来にわたる
人材育成につ
ながる。

8教育の振興
(4)過疎地域持
続的発展特別事
業
(義務教育)

学力向上対策事業
　児童生徒の学習向上を図るための支援。
　指導主幹配置、研修、学力検査等

真室川町

【事業効果が将来
に及ぶ理由】
指導主幹等の配置
による学習向上に
より将来にわたる
人材育成につなが
る。

特別支援教育推進事業
　学習指導員、学習支援員配置及び研修
　等

真室川町

【事業効果が将来
に及ぶ理由】
学習指導員及び学
習支援員の配置に
よる児童生徒への
きめ細やかな学習
支援により人材育
成につながる。

52頁

8教育の振興
(4)過疎地域持
続的発展特別事
業
(義務教育) 特別支援教育就学奨励費

　特別支援学級在籍児童の保護者に経費の
　一部を支給

真室川町

【事業効果が
将来に及ぶ理
由】
特別な支援を
必要とする児
童生徒へのき
め細やかな学
習・生活指導
を通じ人材育
成につなが
る。

特別支援教育就学奨励費
　特別支援学級在籍児童の保護者に経費の
　一部を支給

真室川町

【事業効果が将来
に及ぶ理由】
特別な支援を必要
とする児童生徒の
保護者の負担を軽
減し教育環境を充
実させることによ
り人材育成につな
がる。

事業計画（令和3
年度～7年度）過
疎地域持続的発
展特別事業
分

事業名
（施設名）

事　業　内　容 事業主体 備　考
事業名

（施設名）
事　業　内　容 事業主体 備　考


